
   ○美里町企業立地促進条例 

  平成２０年８月８日 

美里町条例第３４号 

 (目的) 

第１条 この条例は、企業の立地促進を図ることによって、本町産業の振興及

び雇用機会の拡大に資するため、町内に事業所を立地する企業に対し、奨励

措置を講じ、もって町勢の発展に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め 

 るところによる。 

 (１) 事業所 統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を   

  定める政令(昭和２６年政令第１２７号)第２条の規定により定める日本標 

  準産業分類のうち美里町企業立地促進条例施行規則（平成２０年美里町規 

  則第  号。以下「規則」という。）に定める事業の用に供する施設及び 

  これと一体的な利用に供する施設をいう。ただし、風俗営業等の規制及び 

  業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号)に規定する風俗 

  営業等の事業の用途に供する施設等、町長が不適当と認める施設を除く。 

 (２) 企業者 事業所の新設、増設又は移設(以下「新設等」という。)を行 

  う者をいう。 

 (３) 新設 町内に事業所を有しない者が町内に新たに事業所を設置(既存 

  の施設の取得を含む。)することをいう。 

 (４) 増設 現に町内に事業所を有する者が、生産拡充等のため事業所を拡 

  張(新たに一の生産設備を設けること、又は既存の一の生産設備に生産能力 

  を増加させるためにする資本的支出を含む。)し、又は既存の事業所のほか、 

  新たに事業所を設置することをいう。 

 (５) 移設 町内の既存の事業所を町内の新たな場所に移すことをいう。 

 (６) 投下固定資産額 第１号に定める事業の用に供するために取得する地 

  方税法(昭和２５年法律第２２６号)第３４１条に規定する固定資産のうち 

  家屋及び償却資産の取得合計額をいう。 

 (７) 常時雇用従業員 立地した事業所に常時勤務する雇用保険法(昭和４ 

  ９年法律第１１６号)第４条第１項に規定する被保険者であって、週の所 

  定労働時間が３０時間以上の者をいう。 

 (８) 平均常時雇用従業員数 毎月末の常時雇用従業員の数(その事業開始 

  前に当該事業に従事させることを予定して、順次雇用した者を除く。)の１ 

  年間の平均の数（その数に小数点以下の端数があるときは、これを切り捨  

  てる。）をいう。 

 (９) 新規常時雇用従業員 新設等に伴い雇用される常時雇用従業員をいう。 

(企業者への協力) 



第３条 町長は、企業者に対し、事業所用地のあっせんその他立地に関し必要

と認められる事項について協力するよう努めるものとする。 

(対象企業者の指定) 

第４条 町長は、企業者が、次の各号に掲げる場合において、当該各号のいず

れにも該当すると認められるときは、第７条に規定する奨励金の交付対象の

企業者として指定することができる。 

 (１) 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 

  ア 新設の場合 敷地面積が３,０００平方メートル以上、投下固定資産額 

   が３,０００万円以上で、かつ、新規常時雇用従業員の数が１５人以上で 

   あること。 

  イ 増設又は移設の場合 投下固定資産額が３,０００万円以上で、かつ、 

   事業開始日の属する年度の前年度（以下「基準年度」という。）の平均 

   常時雇用従業員数が１０人以上であること。 

 (２) 環境の保全について適切な措置が講じられていること。 

 (３) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

２ 前項の規定による指定を受けようとする企業者は、新設等の都度、町長に 

 申請しなければならない。 

３ 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、指定の

可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知する。 

(指定申請の内容の変更) 

第５条 前条の規定により指定を受けた企業者(以下「指定企業者」という。)

は、同条第２項の規定による申請の内容に変更があったときは、町長に届け

出なければならない。 

(指定の取消し) 

第６条 町長は、指定企業者が第４条第１項各号に定める要件を欠くに至った

とき、又は町長が特に必要と認める場合には、当該指定を取り消すことがで

きる。 

(奨励金) 

第７条 町長は、指定企業者が新設等した事業所の事業開始後、指定企業者に  

 対し、次に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。 

(１) 用地取得奨励金 

(２) 建物取得奨励金 

(３) 設備投資奨励金 

(４) 雇用促進奨励金 

(５) 緑化促進奨励金 

(用地取得奨励金) 

第８条 用地取得奨励金は、指定企業者に対して交付することができる。 

２ 用地取得奨励金は、新設等した事業所の事業開始後、最初に固定資産税を



課することとなった年度以降３年度間に限り交付する。 

３ 用地取得奨励金の交付額は、新設等に係る土地に対して課する固定資産税

の額に相当する額とする。 

(建物取得奨励金) 

第９条 建物取得奨励金は、指定企業者に対して交付することができる。 

２ 建物取得奨励金は、新設等した事業所の事業開始後、最初に固定資産税を

課することとなった年度以降３年度間に限り交付する。 

３ 建物取得奨励金の交付額は、新設等に係る家屋に対して課する固定資産税

の額に相当する額とする。 

(設備投資奨励金) 

第１０条 設備投資奨励金は、指定企業者に対して交付することができる。 

２ 設備投資奨励金は、新設等した事業所の事業開始後、最初に固定資産税を

課することとなった年度以降３年度間に限り交付する。 

３ 設備投資奨励金の交付額は、新設等に係る償却資産に対して課する固定資

産税の額に相当する額とする。 

(雇用促進奨励金) 

第１１条 雇用促進奨励金は、次の各号のいずれかに該当する指定企業者に対

して交付することができる。 

(１) 新設の場合 事業開始日において、新規常時雇用従業員の数が１５人

以上であること。 

(２) 増設又は移設の場合 基準年度における平均常時雇用従業員数と最初

に交付を受けようとする年度の前年度末における常時雇用従業員の数を比

較し、その増加する数が３人以上であること。 

２ 雇用促進奨励金の算出の基礎となる常時雇用従業員の数は、次の各号に定 

 めるところによる。 

(１) 新設の場合 交付を受けようとする年度の前年度末における常時雇用

従業員の数 

(２) 増設又は移設の場合 基準年度における平均常時雇用従業員数と交付

を受けようとする年度の前年度末における常時雇用従業員の数を比較し、

その増加した数 

３ 雇用促進奨励金の算出の基礎となる常時雇用従業員の一人当たりの交付額

は、次に掲げるところによる。 

 (１) 交付を受けようとする年度の前年度末まで引き続き１年以上町内に住 

  所を有する常時雇用従業員 １０万円 

 (２) 前号以外の常時雇用従業員 ５万円 

４ 雇用促進奨励金は、新設等した事業所の事業開始後、最初に固定資産税を

課することとなった年度の翌年度以降３年度間に限り交付する。 

５ 雇用促進奨励金の交付額は、第２項で求めた常時雇用従業員の数に第３項



に定める常時雇用従業員の一人当たりの交付額を乗じて得た額とする。ただ

し、３年度間で交付する総額は５００万円を限度とする。 

(緑化促進奨励金) 

第１２条 緑化促進奨励金は、次の各号のいずれにも該当する指定企業者に対

して１回限り、交付することができる。 

(１) 立地に係る土地(その取得の日の翌日から起算して３年以内に、事業所

の建設の着工がなされた場合における当該土地に限る。以下次号において

同じ。)の取得面積が３,０００平方メートル以上であること。 

(２) 立地に係る土地を取得した日の翌日から起算して５年以内に、当該土

地の２０パーセント以上の緑化を行ったものであること。 

２ 緑化促進奨励金の交付額は、緑化に要した経費の２分の１に相当する額と

する。ただし、交付する額は５００万円を限度とする。 

(端数計算) 

第１３条 奨励金の額に１,０００円未満の端数があるときは、その端数を切り 

 捨てる。 

(交付申請等) 

第１４条 奨励金の交付を受けようとする指定企業者は、町長に申請しなけれ

ばならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、交付の

可否を決定し、その旨を当該指定企業者に通知する。 

(交付申請の内容の変更) 

第１５条 前条第１項の規定による申請の内容に変更があったときは、町長に

届け出なければならない。 

(奨励金の交付決定の取消し等) 

第１６条 町長は、奨励金の交付の決定を受けた指定企業者が、次の各号のい

ずれかに該当すると認められるときは、その決定を取り消し、既に交付した

奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

(１) 交付に付された条件に違反したとき。 

(２) 事業を廃止し、又は休止したとき。 

(３) 町税等を滞納したとき。 

(４) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき。 

(５) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。 

２ 前項の規定により返還を命ぜられた指定企業者は、返還すべき奨励金及び

奨励金交付の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき奨励金

の額につき規則で定める割合を乗じて計算した額を納入しなければならない。

ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。 

(報告及び調査) 

第１７条 町長は、この条例による事務の適正を期するため、指定企業者に対



し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をしてその事業所等に

立ち入らせ、関係帳簿等を調査させることができる。 

(奨励金の調整) 

第１８条 第７条第１号から第３号までの奨励金の交付額は、美里町農村地域

工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例(平成１８年美

里町条例第６４号)及び美里町企業立地促進に係る固定資産税の課税免除に

関する条例(平成２０年美里町条例第８号)の適用により免除される固定資産

税額を控除した額とする。 

(地位の承継) 

第１９条 合併、譲渡その他の理由により指定企業者の地位を承継するものは、 

 被承継者の事業を継続する場合に限り、奨励措置を引き継ぐことができる。 

２ 前項の適用を受けようとするものは、承継を証する書面を速やかに町長に 

 提出しなければならない。 

(適用除外) 

第２０条 この条例の規定は、奨励金以外に町からの新設等に係る負担金、補

助金及び交付金を受ける企業については、適用しない。 

(委任) 

第２１条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 (経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の美里町企業誘致条例の規定により、奨励

措置を受けているものについては、なお従前の例による。 


